
（仮称）福祉のまちづくり条例が目指す社会
 高齢者，障がい者，生活困窮者，
 子ども・親，病気の方，マイノリ
 ティ等が抱える様々な生活課題に
 対応するために…

経済部・農政部仕事で輝く

地域で輝く 市民生活部

趣味で輝く
教育委員会・

観光スポーツ交流部

暮らしで輝く 土木部・建築部

複合的課題や制度の狭間の課題解決

地域,生活,経済,社会教育関係機関
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福祉,保健,子育て,教育関係機関

連携協力による包括的な支援体制 課題を解決した市民の社会参加促進

各種活動に参加する充実した人生

誰もが住み慣れた地域で，自分ら
しく生きがいを持ち,安心して人生
を謳歌できるように…

資料４

条例を踏まえた各種取組

○市民懇話会
・福祉,保健,地域活動,経済の各分野に
　加え,学識経験者,公募参加者で構成
・条例,事業に関する意見等の聴取

○庁内推進本部
・関係各部長による合意形成
・作業部会を設置し検討・制度設計
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11～翌7月　条例・事業の検討・制度設計 8月

パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト

10月

条
例
案
議
会
審
議

2月

条
例
・
事
業
施
行

R4.4月

「重層的支援体制整備事業」など
福祉に関する取組を実施

地域活性化や生きがいづくり
などまちづくりの取組を実施

地域づくり団体・地域企業の担い手確保による地域社会・経済の活性化

誰もが活躍できる「地域共生社会」の実現

条例検討作業スケジュール


